
徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
十
五
の
項
の
１
中
「
千
八
百
五
十
円
」
を
「
千
六
百
円
」
に
、「
二
千
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
、「
四
千
九
百
五
十
円
」
を
「
四
千
六
百
円
」
に
、「
八
千
六
百
五
十
円
」

を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
二
千
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
、「
二
千
五
十
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
、「
二
千
四
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
、「
三
千
四
百
円
」

を
「
三
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

け
ん

３

特
定
第
一
種
運
転
免
許
（
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
又
は
牽
引
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
大
型
特
殊
自
動
車
第
二

け
ん

種
免
許
若
し
く
は
牽
引
第
二
種
免
許
に
係
る
試
験

�

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

千
七
百
五
十
円

�

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

千
九
百
円

�

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合

三
千
五
十
円
（
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
を
公
安

委
員
会
が
提
供
す
る
自
動
車
を
使
用
し
て
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
千
六
百
円
）

別
表
第
一
の
五
十
五
の
項
の
４
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
千
九
百
円
」
に
、「
千
六
百
五
十
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
試
験

�

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

千
七
百
五
十
円

�

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

千
九
百
円

第
五
十
八
号

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
五
十
八
号

徳
島
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
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�

道
路
交
通
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合

四
千
六
百
円
（
同
法
第
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
試
験
を
公
安

委
員
会
が
提
供
す
る
自
動
車
を
使
用
し
て
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
千
六
百
五
十
円
）

別
表
第
一
の
五
十
五
の
項
の
６
中
「
二
千
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
、「
千
六
百
五
十
円
」
を
「
千
五
百
五
十
円
」
に
、「
三
千
百
円
」
を
「
三
千
円
」
に
、「
四
千
七
百
五
十
円
」
を
「
四

千
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
五
の
二
の
項
の
１
中
「
三
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
八
百
五
十
円
」
に
、「
七
千
六
百
五
十
円
」
を
「
六
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の

２
中
「
四
千
三
百
円
」
を
「
四
千
五
十
円
」
に
、「
五
千
三
百
円
」
を
「
四
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
六
の
項
の
１
中
「
二
千
五
十
円
」
を
「
千
九
百
五
十
円
」
に
、「
三
千
五
十

円
」
を
「
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
千
九
百
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
、「
三
千
五
百
五
十
円
」
を
「
三
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
３
中
「
千
百
五
十
円
」
を
「
千

円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
七
の
項
の
１
中
「
二
千
百
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
八
の
項
の
１
中
「
三
千
六

百
五
十
円
」
を
「
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
九
の
項
中
「
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の

五
十
九
の
二
の
項
中
「
六
百
円
」
を
「
五
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
九
の
三
の
項
中
「
交
付
」
の
下
に
「
又
は
再
交
付
」
を
加
え
、
同
表
の
六
十
の
項
中
「
千
七
百
円
」
を
「
千

五
百
五
十
円
」
に
、「
三
千
三
百
五
十
円
」
を
「
三
千
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
二
の
項
の
１
中
「
二
万
四
千
七
百
円
」
を
「
二
万
三
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
二
万
五

百
円
」
を
「
一
万
九
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
３
中
「
一
万
四
千
百
円
」
を
「
一
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
４
中
「
二
万
二
千
四
百
五
十
円
」
を
「
二
万
千
八
百
五
十

円
」
に
改
め
、
同
項
の
５
の
�
中
「
三
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
七
百
五
十
円
」
に
、「
千
三
百
五
十
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
、「
四
千
六
百
円
」
を
「
四
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
項
の
５
の
�
中
「
七
千
五
十
円
」
を
「
七
千
円
」
に
、「
六
千
七
百
五
十
円
」
を
「
六
千
四
百
円
」
に
、「
二
千
二
百
五
十
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
、「
七
千
九
百
五
十
円
」
を
「
七

千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
５
の
�
及
び
�
中
「
二
千
百
五
十
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に
、「
千
九
百
円
」
を
「
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
５
の
�
及
び
�
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。�

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

�１

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

二
千
二
百
五
十
円

�２

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

二
千
円

�

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

�１

大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

千
八
百
五
十
円

�２

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

千
九
百
五
十
円

�３

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

二
千
四
百
五
十
円

�４

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査

三
千
百
五
十
円

別
表
第
一
の
六
十
二
の
項
の
５
の
	
中
「
二
千
七
百
五
十
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
四
の
項
の
１
中
「
一
万
五
千
六
百
五
十
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
、
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同
項
の
２
中
「
一
万
二
千
百
五
十
円
」
を
「
一
万
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
３
中
「
九
千
五
百
円
」
を
「
九
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
４
中
「
一
万
三
千
三
百
円
」
を
「
一

万
二
千
八
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
５
の
�
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、「
四
千
四
百
五
十
円
」
を
「
四
千
百
五
十
円
」
に
、「
四
千
百
円
」
を
「
三
千
七
百
五
十
円
」
に
、「
千
三

百
五
十
円
」
を
「
千
三
百
円
」
に
、「
四
千
八
百
円
」
を
「
四
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
５
の
�
か
ら
�
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

�１

大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
四
百
五
十
円

�２

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
四
百
円

�３

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
五
百
円

�４

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
九
百
円

�

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

�１

大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
三
百
五
十
円

�２

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
三
百
円

�３

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
百
五
十
円

�

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
二
十
八
第
四
項
に
規
定
す
る
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

�１

大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
四
百
五
十
円

�２

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
二
百
円

�３

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
二
百
五
十
円

�

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

�１

大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
四
百
五
十
円

�２

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
二
百
円

�３

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
二
百
五
十
円

�

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に
つ
い
て
の
知
識

�１

大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
三
百
五
十
円

�２

普
通
自
動
車
免
許
又
は
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査

千
百
五
十
円

別
表
第
一
の
六
十
四
の
項
の
５
の
	
中
「
二
千
七
百
五
十
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
五
の
項
中
「
二
千
六
百
五
十
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
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十
七
の
項
中
「
二
千
六
百
円
」
を
「
二
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
十
八
の
項
中
「
二
千
三
百
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
の
項
の
１
中
「
四
千
二
百
円
」

を
「
四
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
四
千
百
円
」
を
「
四
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
一
の
項
中
「
千
三
百
五
十
円
」
を
「
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
三
の

項
中
「
千
二
百
円
」
を
「
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
四
の
項
中
「
七
百
五
十
円
」
を
「
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
五
の
項
の
１
中
「
二
千
百
五
十
円
」
を
「
二

千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
二
千
八
百
円
」
を
「
二
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
３
中
「
二
千
七
百
円
」
を
「
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
４
中
「
二
千
五
百
五
十
円
」

を
「
二
千
四
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
六
の
項
の
１
中
「
七
百
円
」
を
「
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
２
中
「
千
五
十
円
」
を
「
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
の
３
中
「
千
七

百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
、「
千
五
十
円
」
を
「
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
八
の
項
中
「
一
万
三
千
四
百
円
」
を
「
一
万
三
千
三
百
五
十
円
」
に
、「
九
千
四
百
円
」
を
「
九

千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
八
十
の
項
中
「
千
八
百
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
七
中
「
三
千
七
百
五
十
円
」
を
「
二
千
九
百
五
十
円
」
に
、「
九
百
五
十
円
」
を

「
九
百
円
」
に
、「
三
千
二
百
五
十
円
」
を
「
三
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
八
中
「
三
百
円
」
を
「
大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係

る
審
査
に
つ
い
て
は
三
百
五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
九
中
「
三
千
四
百
五
十
円
」
を
「
三
千
円
」
に
、「
九
百
円
」
を

「
九
百
五
十
円
」
に
、「
千
百
円
」
を
「
千
五
十
円
」
に
、「
二
千
九
百
五
十
円
」
を
「
三
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
十
中
「
又
は
中
型
自
動
車
免
許
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は

百
五
十
円
を
、
普
通
自
動
車
免
許
」
を
「
、
中
型
自
動
車
免
許
又
は
普
通
自
動
車
免
許
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
運
転
免
許
試
験
等
の
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
鑑
み
、
運
転
経
歴
証
明
書
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

三
校

１５８

平
成
24年

2月
議
案


